
二

（
一
）
平
成
十
二
年
一
月
一
日
前
に
特
許

法
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し

く
は
実
用
新
案
法
第
四
十
八
条
の
四

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
翻
訳
文
又
は

特
許
法
第
百
八
十
四
条
の
五
第
一
項

若
し
く
は
実
用
新
案
法
第
四
十
八
条

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の

提
出
が
さ
れ
た
特
許
法
第
百
八
十
四

条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
許

出
願
と
み
な
さ
れ
た
国
際
出
願
又
は

実
用
新
案
法
第
四
十
八
条
の
三
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
実
用
新
案
登
録
出

願
と
み
な
さ
れ
た
国
際
出
願

第
十
条
第
七
号
、
第
十

五
号
か
ら
第
二
十
号
ま

で
、
第
二
十
二
号
、
第

二
十
七
号
か
ら
第
三
十

九
号
ま
で
、
第
四
十
二

号
（
手
数
料
の
納
付
に

関
す
る
も
の
に
限
る
。）

及
び
第
四
十
三
号
か
ら

第
四
十
八
号
ま
で
に
掲

げ
る
手
続
（
平
成
十
二

年
一
月
一
日
以
後
に
特

許
法
第
百
二
十
一
条
第

一
項
の
審
判
を
請
求
し

た
事
件
が
特
許
庁
に
係

属
し
て
い
る
場
合
に
す

る
も
の
を
除
く
。）

第
二
十
三
条
の
四
第
三
号
か
ら

第
六
号
ま
で
、
第
八
号
か
ら
第

十
号
ま
で
及
び
第
十
九
号
か
ら

第
二
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
通

知
又
は
命
令
（
平
成
十
二
年
一

月
一
日
以
後
に
請
求
さ
れ
た
特

許
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の

審
判
を
請
求
し
た
事
件
が
特
許

庁
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
す

る
も
の
を
除
く
。）

（
二
）
平
成
十
二
年
一
月
一
日
前
に
特
許

法
第
百
八
十
四
条
の
二
十
第
二
項
又

は
実
用
新
案
法
第
四
十
八
条
の
十
六

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
翻
訳
文
の
提

出
が
さ
れ
た
特
許
法
第
百
八
十
四
条

の
二
十
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
特
許

出
願
と
み
な
さ
れ
た
国
際
出
願
又
は

実
用
新
案
法
第
四
十
八
条
の
十
六
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
実
用
新
案
登
録

出
願
と
み
な
さ
れ
た
国
際
出
願

三

平
成
十
二
年
一
月
一
日
前
に
さ
れ
た
意
匠

登
録
出
願
（
平
成
十
二
年
一
月
一
日
以
後

に
さ
れ
た
意
匠
登
録
出
願
で
あ
っ
て
、
意

匠
法
第
十
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
十
三

条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）若
し
く
は
同
法
第
十
七
条
の
三
第
一

項
（
同
法
第
五
十
条
第
一
項
（
同
法
第
五

十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）の
規
定
に
よ
り
平
成
十
二
年
一
月
一

日
前
に
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
も
の
又

は
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
年
法
律
第
五
十
一
号
）
に
よ
る

改
正
前
の
意
匠
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
旧
意
匠
法
」
と
い
う
。）第
十
条
の
二

第
二
項
（
旧
意
匠
法
第
十
二
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
（
旧
意
匠
法
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
匠
登
録
出

願
の
変
更
の
場
合
に
限
る
。）を
含
む
。）の

規
定
に
よ
り
平
成
十
二
年
一
月
一
日
前
に

し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。）

第
十
条
第
八
号
、
第
十

一
号
、
第
十
三
号
か
ら

第
十
五
号
ま
で
、
第
十

七
号
、
第
十
九
号
、
第

二
十
三
号
、
第
二
十
四

号
、
第
三
十
七
号
か
ら

第
三
十
九
号
ま
で
、
第

四
十
二
号
（
手
数
料
の

納
付
に
関
す
る
も
の
に

限
る
。）及
び
第
四
十
三

号
か
ら
第
四
十
八
号
ま

で
に
掲
げ
る
手
続
（
平

成
十
二
年
一
月
一
日
以

後
に
意
匠
法
第
四
十
六

条
第
一
項
又
は
第
四
十

七
条
第
一
項
の
審
判
を

請
求
し
た
事
件
が
特
許

庁
に
係
属
し
て
い
る
場

合
に
す
る
も
の
を
除

く
。）

第
二
十
三
条
の
四
第
三
号
か
ら

第
五
号
ま
で
、
第
八
号
、
第
九

号
、
第
十
一
号
、
第
二
十
号
及

び
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
通
知

又
は
命
令
（
平
成
十
二
年
一
月

一
日
以
後
に
意
匠
法
第
四
十
六

条
第
一
項
又
は
第
四
十
七
条
第

一
項
の
審
判
を
請
求
し
た
事
件

が
特
許
庁
に
係
属
し
て
い
る
場

合
に
す
る
も
の
を
除
く
。）

四

（
一
）
平
成
十
二
年
一
月
一
日
前
に
さ
れ

た
商
標
登
録
出
願
又
は
防
護
標
章
登

録
出
願
（
平
成
十
二
年
一
月
一
日
以

後
に
さ
れ
た
商
標
登
録
出
願
又
は
防

護
標
章
登
録
出
願
で
あ
っ
て
、
商
標

法
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
第
二
項

（
同
法
第
十
一
条
第
五
項
、
第
十
二

条
第
三
項
、
第
六
十
五
条
第
三
項
及

び
第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は
同
法
第

十
七
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
六
十

八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）及
び
同
法
第
五
十
五
条

の
二
第
三
項
（
同
法
第
六
十
条
の
二

第
二
項
（
同
法
第
六
十
八
条
第
五
項

第
十
条
第
九
号
、
第
十

一
号
、
第
十
三
号
、
第

十
五
号
、
第
十
七
号
、

第
十
九
号
、
第
三
十
七

号
か
ら
第
三
十
九
号
ま

で
、
第
四
十
二
号
（
手

数
料
の
納
付
に
関
す
る

も
の
に
限
る
。）及
び
第

四
十
三
号
か
ら
第
四
十

八
号
ま
で
に
掲
げ
る
手

続
（
平
成
十
二
年
一
月

一
日
以
後
に
商
標
法
第

四
十
四
条
第
一
項
（
同

法
第
六
十
八
条
第
四
項

及
び
同
法
附
則
第
十
三

第
二
十
三
条
の
四
第
三
号
か
ら

第
五
号
ま
で
、
第
八
号
、
第
九

号
、
第
十
一
号
、
第
二
十
号
及

び
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
通
知

又
は
命
令
（
平
成
十
二
年
一
月

一
日
以
後
に
商
標
法
第
四
十
四

条
第
一
項
（
同
法
第
六
十
八
条

第
四
項
及
び
同
法
附
則
第
十
三

条
（
同
法
附
則
第
二
十
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）又
は
同
法
第
四
十
五
条
第

一
項
（
同
法
第
六
十
八
条
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）の
審
判
を
請
求
し
た
事

件
が
特
許
庁
に
係
属
し
て
い
る

第
二
項
（
同
法
第
六
十
八
条
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

及
び
同
法
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お

い
て
準
用
す
る
意
匠
法
第
十
七
条
の

三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
二

年
一
月
一
日
前
に
し
た
も
の
と
み
な

さ
れ
る
も
の
を
除
く
。）

及
び
同
法
附
則
第
十
三

条
（
同
法
附
則
第
二
十

三
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）又
は
同
法
第
四

十
五
条
第
一
項
（
同
法

第
六
十
八
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）の
審
判
を
請

求
し
た
事
件
が
特
許
庁

に
係
属
し
て
い
る
場
合

に
す
る
も
の
を
除
く
。）

件
が
特
許
庁
に
係
属
し
て
い
る

場
合
に
す
る
も
の
を
除
く
。）

（
二
）
平
成
十
二
年
一
月
一
日
前
に
さ
れ

た
防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
の

存
続
期
間
の
更
新
登
録
の
出
願

（
三
）
平
成
十
二
年
一
月
一
日
前
に
さ
れ

た
商
標
法
附
則
第
三
条
第
一
項
（
同

法
附
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る

書
換
登
録
の
申
請

五

国
際
商
標
登
録
出
願

第
十
条
第
九
号
、
第
十

一
号
、
第
十
五
号
、
第

十
九
号
、第
二
十
五
号
、

第
二
十
六
号
、
第
三
十

七
号
、
第
三
十
八
号
、

第
四
十
号
、
第
四
十
二

号
（
手
数
料
の
納
付
に

関
す
る
も
の
に
限
る
。）

及
び
第
四
十
四
号
か
ら

第
四
十
八
号
ま
で
に
掲

げ
る
手
続

第
二
十
三
条
の
四
第
三
号
か
ら

第
五
号
ま
で
、
第
八
号
、
第
九

号
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
八
号

ま
で
、
第
二
十
号
及
び
第
二
十

一
号
に
掲
げ
る
通
知
又
は
命
令

六

平
成
十
二
年
一
月
一
日
前
に
さ
れ
た
拒
絶

査
定
等
に
対
す
る
審
判
の
請
求

第
十
条
第
二
十
六
号
、

第
三
十
七
号
か
ら
第
四

十
号
ま
で
及
び
第
四
十

四
号
か
ら
第
四
十
八
号

ま
で
に
掲
げ
る
手
続

第
二
十
三
条
の
四
第
三
号
か
ら

第
五
号
ま
で
、
第
八
号
か
ら
第

十
八
号
ま
で
、
第
二
十
号
及
び

第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
通
知
又

は
命
令

平成˜œ年 月˜—日 水曜日 (号外第™˜—号)官 報

様
式
第
六
の
備
考
８
中
「作

成
す
る
。

」の
次
に
「こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
、
包
括
委
任
状

に
代
理
権
が
及
ば
な
い
事
件
に
係
る
手
続
を
記
載
す
る
と
き
は
、「
出
願
を
す
る
代
理
人
又
は
出
願
と
同
時
に
提
出
す

る
代
理
人
選
任
届
に
よ
り
選
任
し
た
代
理
人
以
外
の
者
は
、
こ
の
包
括
委
任
状
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。」

の
よ
う
に
、
代
理
権
の
及
ば
な
い
事
件
に
係
る
手
続
を
具
体
的
に
記
載
す
る
。

」を
、「権

利
の
放
棄

」
の
次
に
「並

び
に
こ
れ
ら
の
手
続
の
取
下
げ

」
を
加
え
、「（な

お
、
出
願
を
す
る
代
理
人
は
出
願
と
同
時
に
提
出
す
る
代
理
人
選
任

届
に
よ
り
選
任
し
た
代
理
人
以
外
の
者
は
、
こ
の
包
括
委
任
状
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

）」及
び「（な

お
、

包
括
委
任
状
の
援
用
を
制
限
す
る
事
件
に
関
し
て
は
、
上
記
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

）」
を
削
る
。

様
式
第
十
二
の
備
考
８
中
「令

第
２
条
第
４
項

」
を
「第

21条
第
１
項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
六
の
備
考
２
中
「様

式
第
13の
備
考
２

」
を
「様

式
第
13の
備
考
１
、
２

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
九
中「

４
入
出
力
装
置
に
関
す
る
事
項

Ｉ
Ｓ
Ｄ
Ｎ
回
線
番
号

設
置
場
所

」

を 「
４
電
子
計
算
機
に
関
す
る
事
項

Ｉ
Ｓ
Ｄ
Ｎ
回
線
番
号

設
置
場
所

」

に
、

「
５
入

出
力
装
置
管
理
者

識
別
番
号

住
所
又
は
居
所

氏
名
又
は
名
称
」

を 「
５
電
子
計
算
機
管
理
者

識
別
番
号

住
所
又
は
居
所

氏
名
又
は
名
称
」

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
２
中
「入

出
力
装
置

」
を
「電

子

計
算
機

」
に
、「令

第
２
条
第
２
項

」
を
「第

15条
第
１
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
３
中
「入

出
力
装
置

」
を

「電
子
計
算
機

」
に
、「令

第
２
条
第
２
項

」
を
「第

15条
第
１
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
４
中「入

出
力
装
置

」

を
「電

子
計
算
機

」
に
、「令

第
２
条
第
２
項

」
を
「第

15条
第
１
項

」
に
改
め
る
。
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